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労働時間等に関する数値目標

少子化社会対策大綱

過労死等の防止のための対策に関する大綱

数値目標 前回大綱時の目標 現状 目標値 （２０２５年）

労働時間等の課題について労使が
話し合いの機会を設けている割合

全ての企業（２０２０年） ６１．１％（２０２４年） 全ての企業

週労働時間６０時間以上の雇用者の割合 ５％（２０２０年） ４．６％（２０２４年） ５％

年次有給休暇取得率 ７０％（２０２０年） ６５．３％（２０２３年） ７０％

少子化社会対策基本法に基づく総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の方針。２００４年、２０１０年、２０１５年に続
く第４次の大綱。施策について数値目標を設定するとともに、その進捗を定期的にフォローアップ。（令和２年５月２９日閣議決定）

前大綱（令和３年７月３０日閣議決定）において設定された労働時間、勤務間インターバル制度の周知や導入、年次有給休暇に関す
る数値目標について、令和10年を期限に、数値目標として引き続き設定されている 。（令和６年８月２日閣議決定）

数値目標 前回大綱時の目標 現状 目標値 （２０２８年まで）

週労働時間４０時間以上の雇用者のうち
週労働時間６０時間以上の雇用者の割合

－
（「週労働時間６０時間以上の雇用

者の割合」が５％以下）

８．０％（２０２４年） ５％以下

勤務間インターバル制度を知らなかった
企業割合

５％未満 １４．７％（２０２４年） ５％未満

勤務間インターバル制度の導入企業割合 １５％以上 ５．７％（２０２４年） １５％以上

年次有給休暇取得率 ７０％以上 ６５．３％（２０２３年） ７０％以上
１



労働時間やメンタルヘルス対策等の状況
１ 労働時間等の状況（勤務間インターバル制度及び年休の状況）
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（「制度を知らない」と回答する企業割合の推移）

（資料出所）各年の人事院「国家公務員給与等実態調査」を

もとに作成

（資料出所）各年度の総務省「地方公共団体の勤務条件等に関する

調査」をもとに作成

（資料出所）厚生労働省｢就労条件総合調査｣をもとに作成
※ 各調査対象年１年間の状況を示している（企業が会計年度で管理している場合、前会計年度の状況を示している）。
※ 平成31年4月から年5日の年次有給休暇の時季指定を事業主に義務付け。

（資料出所）厚生労働省「就労条件総合調査」をもとに作成
※ 「勤務間インターバル制度」は、終業時刻から次の始業時刻までの間に一定

時間以上の休息時間を設ける制度。
※ １月１日現在の状況について調査を行っている。

● 勤務間インターバル制度について、制度を知らない企業割合が減少した一方、制度の導入企業割合は令和4年以降横ばい（令和６年5.7％）。

● 年次有給休暇の取得率は、10年連続で増加（令和5年：65.3％）。

● 国家公務員、地方公務員の年次（有給）休暇の平均取得日数は、本府省や指定都市・市区町村で前年より増加。

勤務間インターバル制度 年次有給休暇

（制度の導入企業割合の推移） （国家公務員の年次休暇の平均使用日数） （地方公務員の年次有給休暇の平均取得日数）

（年次有給休暇の取得率の推移）
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労働時間やメンタルヘルス対策等の状況
２ 職場におけるメンタルヘルス対策の状況
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● メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は、60％前後の水準で推移（令和６年：63.2％）。

● 労働者数50人未満の小規模事業場におけるストレスチェックの実施割合は、令和５年が34.6％。

● 仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はストレスがあるとする労働者の割合は、令和６年が81.5％。

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所割合

（資料出所）厚生労働省「労働安全衛生調査（実態調査）」をもとに作成

自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又は
ストレスがあるとする労働者の割合

（資料出所）厚生労働省「労働安全衛生調査（実態調査）」をもとに作成

使用する労働者数50人未満の小規模事業場における
ストレスチェック実施の割合

仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外
資源を含めた相談先がある労働者割合
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※ 前大綱の目標（令和４年90％）も継続的に注視

（資料出所）厚生労働省「労働安全衛生調査（実態調査）」をもとに作成
（資料出所）厚生労働省「労働安全衛生調査（実態調査）」をもとに作成

令和４年調査から設問形式を一部
変更しているため、令和３年以前
との単純比較はできない。



   過労死等の現状
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● 労災支給決定（認定）件数について、
・脳･心臓疾患は、4年連続増加し、200件を超えている（令和６年度：241件）。死亡件数は3年連続増加（同67件）。
・精神障害は、令和元年度以降、増加傾向、令和６年度は1000件を超えた。自殺（未遂を含む）件数は3年連続増加（同88件）。

民間雇用労働者の労災補償の状況
脳･心臓疾患の支給決定（認定）件数

精神障害の支給決定（認定）件数

（参考）100万人当たりの認定件数（推計）（すべて令和5年度の数値を使用）

脳・心臓疾患：民間3.7件 国家公務員6.6件 地方公務員3.9件 精神障害：民間15.2件 国家公務員13.1件 地方公務員26.8件
※ 「民間」は総務省｢労働力調査｣、「国家公務員」は内閣人事局「一般職国家公務員在職状況統計表」等、「地方公務員」は総務省「地方公務員給与実態調査」等をそれぞれ用いて推計

（資料出所）厚生労働省「過労死等の労災補償状況」
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⑴ 監督指導の実施事業場：   181 事業場
⑵ 主な違反内容［(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場］

① 違法な時間外労働があったもの：   91 事業場（50.3％） 
 うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が

  月80 時間を超えるもの：    55 事業場（60.4％）
うち、月100 時間を超えるもの：   39 事業場（42.9％）
うち、月150 時間を超えるもの：      9 事業場（  9.9％）

      うち、月200 時間を超えるもの：      4 事業場（  4.4％） 

② 賃金不払残業があったもの：  30 事業場（  16.6％）

③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの： 44 事業場（ 24.3％）
⑶ 主な健康障害防止に関する指導の状況［(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場］

① 過重労働による健康障害防止措置が

 不十分なため改善を指導したもの：    99事業場（54.7％）

② 労働時間の把握が不適正なため指導したもの：    30事業場（16.6％）

２ 時間外・休日労働時間が最長の者の実績（労働時間違反事業場に限る）

１ 令和６年４月から令和７年３月までの監督指導結果

5

監督指導

実施事業

場数
200時間超

150時間超100時間超80時間超80時間以下

労働時間

違反事業

場数

9 4181 91 36 55 39

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果
 （令和6年度：香川労働局）



働き方改革に関する県民等に対する周知啓発

働き過ぎをなくすという課題は、使用者（経営者）の
取組はもとより、労働者の協力のほか、取引先事業主
や消費者・発注者である県民一人ひとりが、「商品や
サービスの提供には、働く人の長時間労働に支えられ
ているものがある」ことを理解していただく必要

全員参加による
働き過ぎのない社会の実現を目指す

6



香川働き方改革共同宣言

○香川働き方改革推進会議を開催（2023年10月19日）

○全員参加による働き過ぎのない香川県を目指して
「香川働き方改革共同宣言」を実施

○取引先の事業者などに長時間労働を生じさせないよ
う、産業界における商慣行の見直しや県民の協力な
どを促していくことを確認

香川働き方改革共同宣言の様子
（労使団体のトップ、香川県知事らが宣言） 7



特設ページを通じて周知啓発

○厚生労働省特設サイト「はたらきかたススメ」の内容を
より強力に周知するため、香川労働局独自に特設ページ
を新設し、様々なコンテンツを周知（2023年7月～）

8（荷主企業向け） （建設工事発注企業向け） （すべての事業主向け） （一般市民向け）

香川労働局 独自リーフレット

県内地方公共団体の広報誌に
掲載依頼【5市町で掲載】



取引先事業主に対する要請
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要請相手方：
旅行業者を会員等とする県下の３団体

要請者：香川労働局長、香川運輸支局長

要請相手方：
建設工事を多く発注する業種の県内
のリーディングカンパニー７社（不動産
開発業者、インフラ関係業者等） 等

要請者：
香川労働局長、四国地方整備局長

※別途、香川県教育委員会等に対し、県内の小中
学校、高等学校、特別支援学校への周知も要請

建設工事従事者の長時間労働防止

自動車運転者の長時間労働防止

労使団体等に対する長時間労働防止

2024年10月31日 連合香川会長への要請の様子

労働者が所定労働時間外に働いてサービ
スを提供するよう求められる状況を変える
ため、サービスを受ける側が昼間・平日に
休暇取得するなど、サービスを提供する
側の労働者に時間外・休日労働を生じさ
せない配慮が必要であります。（要請書抜粋）



取引先事業主に対する説明会
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関係省庁共同で、物流の「2024年問題」
に関する説明会を開催（2024年2月28日）

関係省庁共同で、「公共工事担当者向
け説明会」を開催（2024年2月9日）

公共工事担当者向け説明会荷主向け説明会



その他の取組（ベストプラクティス企業）
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【ベストプラクティス企業概要】
高松自動車道 高松西IC～大野原IC 間耐震補強工事
（その２）
発注者：西日本高速道路株式会社（NEXCO西日本）
受注者(元請)：川田建設株式会社

・工事個所：香川県善通寺市弘田町～香川県観音寺市本大町
・工期：令和4年8月23日～令和8年2月2日
・工事概要：弘田川橋、宮川橋、財田川橋の耐震補強工事

具体的な取組

○発注者（NEXCO西日本）

【週休２日工事の推進】

【工事書類の軽減の推進】

【遠隔立会による材料検査の実施】
工場検査を受・発注者と製造業者（工場）の３地点間でビデ
オ通話により実施

○受注者（川田建設株式会社）

【WEBカメラによる現場モニタリング】
本社・支店・スマホで、24時間随時に現場の様子を把握。異
常が見つかれば即座に対応ができる。

【現場写真のクラウドへの即時保存】
①タブレットによる現場写真撮影と②現場とクラウドをつな
ぐWi-Fi導入により、現場で撮影した写真を即時に支店と共有
（現場から従業員が戻るのを待たず写真整理が可能に）。③
市販ソフトによる写真の自動整理と④クラウドでの一元管理
により、必要な写真の有無が容易に確認可能に。

【労働時間の見える化】
勤怠管理システムを導入し、本人も管理者も随時、毎月の時
間外・休日労働時間数が確認可能に。

○受・発注者間の意思疎通

【週間工程会議の有効活用】
労働時間削減につながる改善策を含め受・発注者間で意思疎
通
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小豆島中央病院の役割
•小豆医療圏で唯一の二次救急医療機関
•非緊急患者の診療時間外受診が多く、
医療スタッフの負担増
課題
•緊急度の高い患者への対応が遅れる懸
念
•医師・看護師の健康と働き方改革の必
要性
目的
•診療時間内の受診促進
•救急電話相談の活用呼びかけ

その他の取組（小豆島医療啓発活動）



その他の取組（小豆島医療啓発活動）
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具体的な取組

啓発活動の実施
•広報誌掲載（小豆島町・土庄町）
•啓発資材（チラシ・ポケットティッシュ）配布
連携体制
•主催：小豆島中央病院、土庄町、小豆島町、香
川県、香川労働局
•配布場所：マルナカ・マルヨシセンター各店舗
制度改正
•2024年4月より医師の時間外労働上限規制開始
•医師の健康を守る働き方改革の推進

マルヨシセンター土庄店での様子
令和6年11月5日
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